
No.
サイト

(M:美浜、T:高
浜、O:大飯)

該当条文
（内は大飯） 補正前 補正案 補正理由 備考

1 M 第3条 表3－1　本品質マネジメントシステム計画関連条項と品証規則の
要求事項に基づき作成する社内標準との関係

表3－1　本品質マネジメントシステム計画関連条項と品管規則の
要求事項に基づき作成する社内標準との関係 記載の適正化

2 MTO 第3条 品管規則の規定に基づく 本品質マネジメントシステム計画に基づく 記載の適正化
（NRAコメントを踏まえた反映）

MOについては、第２編も
合わせて補正

3 MTO 第3条

原⼦⼒部門
原⼦⼒部門
原⼦⼒部門
原⼦⼒部門

部門
部門
部門
部門

記載の適正化
（NRAコメントを踏まえた反映）

MOについては、第２編も
合わせて補正

4 MTO 第3条 （改訂の妥当性を審査し、承認することをいう。） （a)と同様に改訂の妥当性を審査し、承認することをいう。） 記載の適正化
（NRAコメントを踏まえた反映）

MOについては、第２編も
合わせて補正

5 MTO 第3条 CAPを反映したフロー図としていた。 現⾏の保安規定をベースとした図に戻す。 記載の程度の⾒直し MOについては、第２編も
合わせて補正

6 MTO 第１２条の２
※１︓原⼦炉の運転期間とは、定期事業者検査が終了した⽇か
ら、次回定期事業者検査を開始するために原⼦炉を停止するまでの
期間をいう。

※１︓原⼦炉の運転期間とは、定期事業者検査（実用炉規則
第５５条第３項の規定を適用して⾏うものを除く。以下、本章にお
いて同じ。）が終了した⽇から、次回定期事業者検査を開始するた
めに原⼦炉を停止するまでの期間をいう。

記載の明確化

7 MTO 第14条

（巡視点検）
第 １４ 条　〜〜次の施設および設備について点検を⾏う。実施に
おいては、第１２０条（第１２５条）の３第３項に定める観点を
含めて⾏う。

（略）

３．各課（室）⻑は、系統より切離されている施設について⼀定
期間※２毎に巡視し、点検を⾏う。実施においては、第１２０条
（第１２５条）の３第３項に定める観点を含めて⾏う。

（巡視点検）
第 １４ 条　〜〜次の施設および設備について点検を⾏う。実施に
おいては、第１２０条（第１２５条）の３第３項に定める観点を
含めて⾏う。以下、本条において同じ。
（略）

３．各課（室）⻑は、系統より切離されている施設について⼀定
期間※２毎に巡視し、点検を⾏う。

２項にも変更内容を適用させるた
め変更（中部記載に合わせる）
（NRAコメントを踏まえた反映）

MOについては、第２編も
合わせて補正

8 MT
第52条
第53条
第58条

系統の空気抜き（ベンティング）を⾏う場合、運転上の制限を適用
しない。 削除 実施時の待機除外取りやめに伴

う反映（ヒアリングにて説明済）

9 MTO 第94条
（第99条）

２．原⼦燃料課⻑は、発電所内において、新燃料を運搬する場合
は、・・・
３．原⼦燃料課⻑は、発電所内において、新燃料を収納した・・・

２．原⼦燃料課⻑は、発電所内において新燃料を運搬する場合
は、・・・
３．原⼦燃料課⻑は、発電所内において新燃料を収納した・・・

記載の適正化 MOについては、第２編も
合わせて補正

10 MTO 第94条
（第99条）

３．
(3)…必要な箇所に⾒張り人を配置すること。

３．
(3)…必要な箇所に⾒張人を配置すること。 記載の適正化 MOについては、第２編も

合わせて補正

11 T 第94条
（第99条）

３．
(7) ウラン・プルトニウム混合酸化物新燃料を運搬する場合は、核
燃料物質の取扱いに関し、相当の知識および経験を有する者を同
⾏させ、保安のために必要な監督を⾏わせること。

(7)全体（削除） (5)と内容が重複するため
（NRAコメントを踏まえた反映）

12 MTO 第94条
（第99条）

７．
(4)吊上げ検査

７．
(4)吊上検査 記載の適正化 MOについては、第２編も

合わせて補正

13 MTO 第94条
（第99条）

８．核燃料物質等の⼯場または事業所の外における運搬に関する
規則

８．核燃料物質等の⼯場又は事業所の外における運搬に関する
規則

法令名称なのでまたは、は漢字
（NRAコメントを踏まえた反映）

MOについては、第２編も
合わせて補正

14 T 第97条 記載なし

２．
(1)
(j)燃料棒最⾼燃焼度（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料装荷
炉心の場合）

ＭＯＸ燃料に係る記載の追加
（ヒアリングにて説明済）

15 MTO 第97条
（第102条） ４．・・・原⼦炉へ装荷した後に第２項で評価に用いた・・・ ４．・・・原⼦炉へ装荷した後に第２項の評価に用いた・・・ 記載の適正化

16 ＴＯ 第97条
（第102条） ６．原⼦燃料課⻑は、第４項(5)における・・・ ６．原⼦燃料課⻑は、第５項(5)における・・・ 記載の適正化

17 MTO 第99条
（第104条）

１．・・・キャスクピットにおいて、使用済燃料ピットクレーン・・・
２．原⼦燃料課⻑は、発電所内において、使用済燃料を運搬する
場合は、・・・キャスクピットにおいて、使用済燃料輸送容器に収納す
る。
３．原⼦燃料課⻑は、発電所内において、使用済燃料を収納し
た・・・

１．・・・キャスクピットにおいて使用済燃料ピットクレーン・・・
２．原⼦燃料課⻑は、発電所内において使用済燃料を運搬する
場合は、・・・キャスクピットにおいて使用済燃料輸送容器に収納す
る。
３．原⼦燃料課⻑は、発電所内において使用済燃料を収納し
た・・・

記載の適正化 MOについては、第２編も
合わせて補正

18 MTO 第99条
（第104条）

６．原⼦燃料課⻑および検査を実施する課（室）⻑※１は、使
用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を管理区域外に運搬す
る場合は、輸送物が法令に定められた技術基準に適合したものであ
ることを確認するため、次の検査を実施する。
(7)吊上げ検査
 
７．原⼦燃料課⻑は、使用済燃料を発電所外に運搬する場合
は、所⻑の承認を得る。
 
※１︓検査を実施する課（室）⻑は、検査の独⽴性を確保するた
め、第４条に定める保安に関する組織のうち、当該検査を実施する
組織とは別の組織の者とする。

６．原⼦燃料課⻑は、使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容
器を管理区域外に運搬する場合は、輸送物が法令に定められた技
術基準に適合するよう措置を講じる。
 
７．検査を実施する課（室）⻑※1は、使用済燃料を収納した使
用済燃料輸送容器を管理区域外に運搬する場合は、輸送物が法
令に定められた技術基準に適合したものであることを確認するため、
次の検査を実施する。

(7)吊上検査
 
８．原⼦燃料課⻑は、使用済燃料を発電所外に運搬する場合
は、所⻑の承認を得る。
 
※１︓検査を実施する課（室）⻑は、検査の独⽴性を確保するた
め、第４条に定める保安に関する組織のうち、本条第７項(1)〜
(3)および(5)〜(9)の検査は原⼦燃料課⻑とは別の組織の者、
(4)および(10)の検査は放射線管理課⻑とは別の組織の者とする。

検査を実施する課の記載の明確
化
（NRAコメントを踏まえた反映）

MOについては、第２編も
合わせて補正

19 M 第99条 (⽐較表の変更前部分）
第99条　⼦燃料課・・・ 第99条　原⼦燃料課・・・ 記載の適正化

20 O 第105条

１０．
(2) 法令に定める書類および物品以外のものを収納されていないこ
と。

１０．
(2) 法令に定める書類および物品以外のものが収納されていないこ
と。 記載の適正化

美浜／⾼浜／⼤飯発電所　原⼦炉施設保安規定変更認可申請書　補正対応検討リスト(案)　２０２０年４月８日
　　関西電力株式会社
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No.
サイト

(M:美浜、T:高
浜、O:大飯)

該当条文
（内は大飯） 補正前 補正案 補正理由 備考

美浜／⾼浜／⼤飯発電所　原⼦炉施設保安規定変更認可申請書　補正対応検討リスト(案)

21 MTO 第120条
(第125条)

６．２　設計および⼯事の計画の策定
　安全上重要な機器等※４の⼯事を実施する場合は、・・・法令に
基づく必要な手続き※５の要否について確認を⾏い、その結果を記
録する。
※４︓安全上重要な機器等とは、・・・
※５︓法令に基づく手続きとは、・・・

８．保全の結果の確認・評価
(1) 原⼦⼒部門は、あらかじめ定めた⽅法で、保全の実施段階で
採取した構築物、系統および機器の保全の結果から所定の機能を
発揮しうる状態にあることを、所定の時期※６までに確認･評価し、
記録する。
(3) 原⼦⼒部門は、最終的な機能確認では⼗分な確認・評価が
できない場合には、定めたプロセスに基づき、保全が実施されているこ
とを、所定の時期※６までに確認・評価し、記録する。
※６︓所定の時期とは、・・・

６．２　設計および⼯事の計画の策定
　安全上重要な機器等の⼯事を実施する場合は、・・・法令に基づく
必要な手続き※４の要否について確認を⾏い、その結果を記録す
る。

※４︓法令に基づく手続きとは、・・・

８．保全の結果の確認・評価
(1) 原⼦⼒部門は、あらかじめ定めた⽅法で、保全の実施段階で
採取した構築物、系統および機器の保全の結果から所定の機能を
発揮しうる状態にあることを、所定の時期※５までに確認･評価し、
記録する。
(3) 原⼦⼒部門は、最終的な機能確認では⼗分な確認・評価が
できない場合には、定めたプロセスに基づき、保全が実施されているこ
とを、所定の時期※５までに確認・評価し、記録する。
※５︓所定の時期とは、・・・

記載の適正化

22 MTO 第120条
（第125条）

(3) 設置変更許可申請書および⼯事計画認可申請書で保
管。。。

(3) 原⼦炉設置（変更）許可申請書および設計および⼯事計画
認可申請書で保管。。。 記載の適正化 MOについては、第２編も

合わせて補正

23 M 第120条 １１
(1)〜有効性を評価し、保守管理が〜

１１
(1)〜有効性を評価し、施設管理が〜 用語の統⼀

24 O 第125条
１０．保全の有効性評価
(1)
ｄ．⾼経年化技術評価

１０．保全の有効性評価
(1)
ｄ．⾼経年化技術評価結果

記載の適正化

25 MTO 第120条の２
(第125条の２) (2) 。。。設置変更許可申請書。。。 (2) 。。。原⼦炉設置（変更）許可申請書。。。 記載の適正化 MOについては、第２編も

合わせて補正

26 MTO 第120条の４
(第125条の４) ※１　使用前事業者検査を⾏うにあたっては~~ ※１　検査を⾏うにあたっては~~ 記載の適正化 MOについては、第２編も

合わせて補正

27 MTO 第120条の4
(第125条の4)

２．所⻑は、第４条に定める保安に関する組織のうち、検査対象と
なる設置または変更の⼯事を実施した組織とは別の組織の者を、検
査実施責任者として指名する。
なお、新燃料の製造時に⾏う検査については、原⼦燃料部門統括
が統括する。

２．所⻑は、第４条に定める保安に関する組織のうち、検査対象と
なる設置または変更の⼯事を実施した組織とは別の組織の者を、検
査実施責任者として指名する。
なお、新燃料の製造時に⾏う検査については、原⼦燃料部門統括
が指名する。

部門統括の実施内容の明確化

28 T 第131条 小分類（項目）
保守管理

小分類（項目）
施設管理 用語の統⼀

29 MTO 第132条
(第137条) 保守および点検 保全 用語の統⼀ MOについては、第２編も

合わせて補正

30 MTO 第133条

第１３３条　各課（室）⻑は、表１３３－１および表１３３－
２に定める保安に関する記録を適正※１に作成(表１３３－１第
１項および第２項を除く。)し、保存する。なお、記録の作成に当たっ
ては、法令に定める記録に関する事項を遵守する。

第１３３条　各課（室）⻑は、表１３３－１および表１３３－
２に定める保安に関する記録を適正※１に作成(表１３３－１第
１項を除く。)し、保存する。なお、記録の作成に当たっては、法令に
定める記録に関する事項を遵守する。

記載の適正化
（表の変更に合わせた変更）

MOについては、第２編も
合わせて補正

31 O （第144条） ７．３　設計・開発 ７．３　設計開発 用語の統⼀

32 M 第139条 5.6.2
d)使用前事業者検査おおび定期事業者検査〜

5.6.2
d)使用前事業者検査および定期事業者検査〜 記載の適正化

33 MO 第161条
（第166条）

８．・・・本条第２項、第３項および第４項から第６項は適用しな
い。 ８．・・・本条第２項から第６項は適用しない。 記載の適正化

34 Ｍ 第163条 １．原⼦燃料課⻑は、使用済燃料（以下、照射済燃料を含む）
を・・・ １．原⼦燃料課⻑は、使用済燃料を・・・

記載の適正化
（使用予定のある照射済燃料は
貯蔵していないことから⾒直し）

35 MO 第163条
（第168条） （記載なし）

（5）使用済燃料ラックに収納することが適切でないと判断した使用
済燃料については、破損燃料容器に収納する等の措置を講じるこ
と。
（新規追加）

廃炉側はシッピング検査記載がな
いため記載していなかったが、燃料
取扱いによる破損も想定し追記
することとした。

36 O (第192条)
４．
4) 設計および⼯事に用いる重要度は、原⼦炉施設の安全性を確
保するため、、重要度分類指針の重要度を参考に、〜

４．
4) 設計および⼯事に用いる重要度は、原⼦炉施設の安全性を確
保するため、重要度分類指針の重要度を参考に、〜

記載の適正化

37 MO 第187条
（第192条）

６．２
（3）〜（以下、「試験等」という。）等により〜

６．２
（3）〜（以下、「試験等」という。）により〜 記載の適正化

38 M 第187条
６．２
（3）
c.事業者検査査および試験等の実施時期

６．２
（3）
c.事業者検査および試験等の実施時期

記載の適正化

39 M 第187条
１０
(1)
c.トラブルなどの運転経験

１０
(1)
c.トラブルなど運転経験

記載の適正化

40 T 添付２

７　有毒ガス
　７．４　手順書の整備
　ｃ．保守管理、点検
　各課（室）⻑は、〜〜保守管理計画に基づき適切に保守管
理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を⾏う。

７　有毒ガス
　７．４　手順書の整備
　ｃ．施設管理、点検
　各課（室）⻑は、〜〜施設管理計画に基づき適切に施設管
理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を⾏う。

有毒ガス体制整備に係る保安規
定変更認可の反映（2020.
３.30認可）

（以下余白）


